
蒲郡市保育体制強化事業費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、保育所の人材確保対策を推進するため、地域住民や子育て経

験者等の地域の多様な人材を配置し、保育の体制強化に取り組む児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第３５条第４項により設置された民間の認可保育所（以

下「保育所」という。）及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供

の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号）第１７条第１項により設置され

た幼保連携型認定こども園（以下「幼保連携型認定こども園」という。）に対し、

予算の範囲内で蒲郡市保育体制強化事業費補助金（以下「補助金」という。）を交

付することに関し、蒲郡市補助金等交付規則（昭和３８年蒲郡市規則第１７号）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象事業） 

第２条 補助対象事業は、市内に所在する保育所及び幼保連携型認定こども園（以

下「保育所等」という。）が実施する「保育人材確保事業の実施について（平成２

９年４月１７日雇児発０４１７第２号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）」

の別添６に定める「保育体制強化事業実施要綱（以下「国要綱」という。）」に基

づき行う事業とする。 

 （補助対象者） 

第３条 補助対象者は、市内に所在する保育所等の設置者とする。 

 （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げる費用とする。 

⑴ 保育士資格及び幼稚園教諭免許状を有しない地域住民や子育て経験者等（以

下「保育支援者」という。）の配置に要する費用 

⑵ 児童の園外活動時の見守り等に要する費用 

⑶ スポット支援員の配置に要する費用 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の交付額は、次に掲げる補助対象経費の合計額とする。ただし、算

出された合計額に１，０００円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるもの

とする。 

 ⑴ 保育支援者の配置に要する費用 １施設当たり月額１０万円以内 



⑵ 児童の園外活動時の見守り等に要する費用 １施設当たり月額４万５，００

０円以内 

 ⑶ スポット支援員の配置に関する費用 １施設当たり月額４万５，０００円以 

  内 

 （交付の要件） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たさなければな

らない。 

⑴ 保育支援者の配置については、次の業務のいずれかを行う保育支援者を平成

３０年４月１日以降、保育所等に配置すること。 

ア 保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒及び清掃 

イ 給食の配膳及びあとかたづけ 

ウ 寝具の用意及びあとかたづけ 

エ 外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳及び翻訳 

 オ その他保育士の負担軽減に資する業務 

⑵ 児童の園外活動時の見守り等については、次に掲げる要件を全て満たすもの

とする。 

ア 園外活動時において、目的地までの経路、道路を歩く際の体制、周囲の安

全確認、目的地における危険箇所の確認、現地での児童の行動把握等を行う

こと。 

イ アの業務を行う者は、市が認めた交通安全に関する講習会等を修了した者

又は安全管理に知見を有する者として市が認めた者とすること。 

ウ 「保育所等における園外活動時の安全管理に関する留意事項」（令和元年６

月２１日）に留意して実施すること。 

⑶ スポット支援員の配置については、次に掲げる要件を全て満たすものとする。 

ア 登園時の繁忙な時間帯、プール活動時等、特に見守り、児童の所在確認等

が必要な時間帯にスポット支援員を配置し、安全な保育体制の強化を行うこ

と。 

イ アの業務を行う者は、令和７年４月１日以降、新たに補助対象施設に配置

された者とすること。 

ウ 補助対象者が第１号の事業と合わせて実施する場合は、同号で配置した保

育支援者とは別に配置すること。 



⑷ 補助対象経費について、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）

第１１条に規定する子どものための教育・保育給付又はその他の補助事業によ

りその経費が交付されていないこと。 

 （交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が定める期日までに蒲郡市保育

体制強化事業費補助金交付申請書（第１号様式）に必要な書類を添えて、市長に

提出しなければならない。 

 （交付決定） 

第８条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認め

るときは、補助金交付を決定し、蒲郡市保育体制強化事業費補助金交付決定通知

書（第２号様式）により速やかに当該申請書を提出した者に通知しなければなら

ない。この場合において、市長が必要と認めるときは、条件を付けることができ

る。 

 （補助金の支払方法） 

第９条 市長は、補助金の交付決定金額の範囲内において、補助金を概算払により

交付することができる。 

 （変更等申請） 

第１０条 第８条の規定により補助金の交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」

という。）は、補助事業の内容等を変更（市長の認める軽微な変更に係るものを除

く。）しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき

は、速やかに蒲郡市保育体制強化事業費補助金変更（中止・廃止）申請書（第３

号様式）に必要な書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

 （実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、市長が定める期日までに蒲

郡市保育体制強化事業費補助金実績報告書（第４号様式）に必要な書類を添えて、

市長に報告しなければならない。 

（補助金額の確定） 

第１２条 市長は、前条に定める実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、

交付すべき補助金の額を確定したうえで、蒲郡市保育体制強化事業費補助金交付

確定額通知書（第５号様式）により補助事業者に通知しなければならない。 



 （補助金の返還） 

第１３条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認

めたときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

⑴ 虚偽又は不正により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ その他この要綱に違反する行為があったとき。 

（補助金の経理） 

第１４条 補助事業者は、補助金に係る経理についてその収支事実を明確にした帳

簿及び証拠書類を整備し、かつ、これらの書類を補助事業年度の終了後５年間保

存しなければならない。 

 （雑則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長

が別に定める。 

附 則 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和元年１２月２５日から施行し、平成３１年４月１日から適用す

る。 

附 則 

１ この要綱は、令和３年１月１２日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、改正前の蒲郡市保育体制強化事業費補助金交付要綱の規

定による諸様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用す

ることができる。 

附 則 

この要綱は、令和４年２月２日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、令和５年３月８日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

  附 則 

 この要綱は、令和８年３月１０日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 



第１号様式（第７条関係） 

 

蒲郡市保育体制強化事業費補助金交付申請書 

 

年   月   日 

 

蒲郡市長 様 

 

所在地              

申請者  名称               

代表者              

 

        年度蒲郡市保育体制強化事業費補助金の交付を受けたいので、 

下記のとおり、関係書類を添えて、申請します。 

 

 

記 

 

 

１ 交付申請額                    円 

 

 

２ 添付書類 

⑴ 収支予算書 

⑵ 実施計画書 

⑶ その他必要とする書類 

※ 実施計画書には、次に掲げる事項を記載すること。 

ア 本事業による保育支援者の業務内容及び保育士の業務負担が軽減さ

れる内容 

イ 職員の雇用管理や勤務環境の改善に関する取組（保育支援者の配置

を除く。） 



第２号様式（第８条関係） 

 

蒲郡市保育体制強化事業費補助金交付決定通知書 

 

第       号 

年   月   日 

        様 

 

 

蒲郡市長          

 

 

年   月   日付けで交付申請のあった   年度蒲郡

市保育体制強化事業費補助金については、蒲郡市保育体制強化事業費補助金交

付要綱（以下「要綱」という。）第８条の規定により、下記のとおり交付する

ことを決定します。 

 

記 

 １ 補助事業の内容 

 

 ２ 補助金交付額               円 

 

 ３ 交付条件 

⑴ この補助金は、要綱に基づき、適正に管理及び執行しなければならない。 

⑵ この補助金は、交付決定を受けた補助事業以外に使用してはならない。    

⑶ この補助金は、蒲郡市保育体制強化事業費補助金実績報告書（以下「実績    

報告書」という。）提出後に支払うものとする。 

  ⑷ この事業が完了したときは、実績報告書を速やかに提出しなければなら 

ない。 

 

 



第３号様式（第１０条関係） 

 

蒲郡市保育体制強化事業費補助金変更（中止・廃止）申請書 

 

年   月   日 

蒲郡市長 様 

所在地              

申請者  名称               

代表者              

 

       年  月  日付け    第    号で交付決定を受けた 

       年度蒲郡市保育体制強化事業費補助金について、下記のとおり変更

（中止・廃止）したいので、関係書類を添えて申請します。 

記 

  １ 区分      補助事業計画の 変更 ・ 中止 ・ 廃止 

 

  ２ 変更等内容 

補助事業等の内

容 

変更前 

変更後 

変更・中止・廃止

の理由 

 

  ３ 変更交付申請額   （Ａ）                   円 

   ⑴ 既交付決定額   （Ｂ）                   円 

   ⑵ 差引過不足額   （Ｃ）＝（Ｂ）－（Ａ）           円 

  ４ 添付書類 

   ⑴ 収支予算書 

   ⑵ その他必要とする書類 

 

 



第４号様式（第１１条関係） 

 

蒲郡市保育体制強化事業費補助金実績報告書 

 

年   月   日 

蒲郡市長 様 

 

所在地              

申請者  名称               

代表者              

 

       年  月  日付け    第    号で交付決定を受けた 

       年度蒲郡市保育体制強化事業費補助金については、事業が完了した

ので、下記のとおり関係書類を添えて報告します。 

 

記 

 

  １ 精 算 額                     円 

 

 

  ２ 添 付 書 類 

   ⑴ 収支決算書 

   ⑵ その他必要とする書類 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５号様式（第１２条関係） 

 

蒲郡市保育体制強化事業費補助金交付確定額通知書 

 

  第        号 

年   月   日 

          様 

 

 

蒲郡市長         印 

 

      年   月   日付けで交付決定した     年度蒲郡市保育体

制強化事業費補助金は     年   月   日付けで提出された実績報

告書等を審査し、下記のとおり補助金交付額を確定したので、通知します。 

 

 

記 

 

 

    補助金交付決定額             円 

 

補助金交付確定額             円 

 

 

 

 

 


